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 平成29年度「第39回通常総代会」を下記の日程で開催いた

します。商工会運営・事業実施に関する重要な会議となります

ので、総代各位におかれましてはぜひご出席ください。 

（5月8日㈪までに出欠連絡をお願いいたします。） 

■日時：平成29年５月２３日(火) 午後3時～ 

    ⑴総代会：午後3時00分～（会場：村松商工会館） 

    ⑵懇親会：午後5時00分～（会場：割烹  新瀧） 

■議題： ※総代会終了後、バスにて懇親会会場へ移動します。 

 ⑴平成28年度一般会計収支更生予算書の承認について 

 ⑵平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業特別会計収支更生予算

書の承認について 

 ⑶平成28年度一般会計事業報告並びに収支決算書・貸借対照表・財産

目録承認について 

 ⑷平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業報告並びに収支決算

書・貸借対照表・財産目録の承認について 

 ⑸平成28年度青年部女性部特別会計事業報告並びに収支決算書・貸借

対照表・財産目録の承認について 

 ⑹平成28年度労働保険料特別会計収支状況の承認について 

 ⑺平成29年度一般会計事業計画並びに収支予算書(案)の決定について 

 ⑻平成29年度伴走型小規模事業者支援推進事業計画並びに収支予算書   

    (案)の決定について 

 ⑼平成29年度青年部女性部特別会計事業計画並びに収支予算書(案)の

決定について 

 ⑽平成29年度借入金最高限度額並びに借入先決定について 

 ⑾役員辞任に伴う補欠選任について 

《開催会場》 

 池袋サンシャインシティ  
  展示ホールＢ 
  東京都豊島区東池袋3-1 

《開催日時》 

 平成２９年９月８日（金） 
 １０：００～１７：００ 

事業：平成29年度第39回通常総代会開催 

経営：新潟県よろず支援拠点無料個別相談会開催 

特集：小規模事業者持続化補助金の公募開始 

地域：村松歴史講座・城下町むらまつ街めぐり開催 

情報：5月度行事予定・雇用保険料率改正情報等 

 NICO（にいがた産業創造機構）

と新潟県、県内金融機関等により、

新潟県産食品・食材の販路拡大を目

的に、「うまさぎっしり新潟・食の

大商談会」が開催されます。 

 新潟県内外の食品流通バイヤーが

多数来場し、バイヤーの声が直接聞

けるので、商品開発の情報収集にも

有効です。こだわり食品を首都圏の

バイヤーに売り込むチャンス！全国

への販路拡大にご活用ください！ 

《申込締切：平成29年5月26日㈮》 

１小間 40,000円（税込）(1,980mm×1,980mm） 

２小間 70,000円（税込）(3,960mm×1,980mm） 

 
 

加工食品、農産品、畜産品、飲料その他 

食品を県内で生産する事業者 

出展料 

出展対象 

【お問い合せ・お申し込み先】 

事務局：（公財）にいがた産業創造機構 販売促進ﾁｰﾑ 

  〒950-0078 新潟市中央区万代島５－１ 

  TEL：025-246-0044  FAX：025-246-0030 

  E-mail：shoku@nico.or.jp  

  http://www.nico.or.jp/shoku/ 

村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

無料個別相談会（５月開催） 
ＮＩＣＯカフェ 

阿賀北五泉 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財

団法人にいがた産業創造機構）の共催による個

別相談会を開催します。 

 売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、

創業など、様々な経営課題に関する相談に対応

します。（事前に予約が必要となります。） 

 相談は無料、秘密厳守にて対応します！ 

■相談日時：平成29年５月２５日(木)  

 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社45分。 

 ※5/22㈪までに商工会へ 

      お申し込み下さい。 

■対応者：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

(URL)  http://www.muramatsu-niigata.com 

 

村
松
商
工
会
運
営 

 
 

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト 

お
得
な
ク
ー
ポ
ン
あ
り
！ 

 
 

 
 

 
 

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！ 



村松商工会    

 

 

平成２８年度 

第二次補正予算 

【追加公募分】 

 

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ  ●新たな顧客獲得のためにチラシを作りたい… 

 ●商品パッケージデザインを一新したい… 

 ●店舗内の商品陳列を変えたい… 

 ●商談会や展示会に出展したい… 

 ●新商品のサンプルを製作したい… 

 ●ホームページを作り替えたい… 

公募 
締切 

●補助金を利用できる対象者 ⇒ 商工会地区で事業を営む小規模事業者 

   ※補助対象となる小規模事業者とは…… 

   卸売業・小売業          常時使用する従業員の数  ５人以下 

   サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

   サービス業のうち宿泊業・娯楽業  常時使用する従業員の数 ２０人以下 

   製造業その他           常時使用する従業員の数 ２０人以下 

 

●補助金の金額・補助率 ⇒ １件当たりの補助上限額：５０万円（補助率２/３） 
 ※今回の追加公募では、前回の公募時のような補助上限額100万円への引き上げは実施されません。 

 ※ただし、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「１事業者あたりの補助  

  上限額（50万円）」×連携小規模事業者数の金額となります。（上限500万円） 

 

●補助金の対象となる経費 

 ①機械装置等費［※汎用性があり目的外使用になり得るもの（例：パソコン等）の購入費用は補助対象外となります）   

 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 

 ⑩専門家旅費 ⑪車両購入費（買い物弱者対策事業のみ対象） ⑫委託費 ⑬外注費 

 
●応募方法                           ●申請書類 

 「経営計画書」「補助事業計画書」などの申請書   申請書類・公募要領は村松商工会または新潟県商工会 

 類を村松商工会に提出頂き、当会が作成する「事   連合会のホームページからダウンロードできます。 

 業支援計画書」等とともに当会経由で新潟県商工   ［村松商工会］http://www.muramatu-net.or.jp 

 会連合会へ提出することとなります。        ［県連合会］http://www.shinsyoren.or.jp 

 ※必ず締切に余裕をもって事前に商工会へご相談   

 ください。提出書類に対し外部専門家等による審  ●お問い合わせ先 

 査が行われます。応募すれば必ず採択されるとい   村松商工会 TEL.0250-58-2201 

 うものではありませんので、ご了承ください。    新潟県商工会連合会（広域指導ｾﾝﾀｰ）TEL.025-283-1311 

 平成２９年５月３１日（水） 
      ※当日消印有効 

 経営計画に基づいて行う地道な販路開拓等への取り組  

 みに要する経費の２/３（上限５０万円）を補助します！ 

建設企業経営革新支援事業の募集について～建設企業の経営革新に必要な経費を助成します～ 

◆助成対象者 

 新潟県内に主たる営業所を有し、資本の額3億円以下また

は従業員数300人以下の建設関連企業のうち、建設業許可を

有するなど一定の要件を満たす者 

◆助成対象事業・経費 

 建設業以外の新分野・新市場への進出、建設業の強化を目

指す新たな事業展開、新技術・新工法の開発等、経営革新事

業の立ち上げに必要な経費（調査費、原材料費、開発費、販

売プロモーション他）が対象となります。 

◆募集期間 

 平成29年５月１２日（金）まで 

◆助成事業実施期間 

 交付決定日から平成30年2月末日まで 

平成２９年度 建設企業経営革新支援事業助成金 

◆助成金額及び助成率 

 50～200万円（助成対象経費の1/2以内） 

◆応募方法 

 助成金交付申請書、事業計画書、事業費明細書を作成し、

その他必要書類とともにNICOへ提出してください。 

 ※提出する前にNICOまでご相談ください。 

◆採択方法 

 書類審査⇒ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(6月中旬)⇒採否決定(6月下旬) 

 ※10件程度採択予定 

【お問い合せ・お申し込み先】 

 にいがた産業創造機構 経営支援グループ創業・経営革新チーム 

  〒950-0078 新潟市中央区万代島５－１ 

   TEL 025-246-0044  FAX 025-246-0030 URL http://www.nico.or.jp/ 
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総合相談窓口 お問い合わせ先 

（企画チーム） TEL:025-246-0038  FAX:025-246-0030  E-mail:info@nico.or.jp 

創業、経営革新、新製品・新技術開発、専門家派遣に関するご相談 創業・経営革新チーム TEL:025-246-0051 

設備導入や、機械・部品等生産材の販路開拓に関するご相談 経営基盤強化チーム  TEL:025-246-0052 

海外展開に関するご相談 販売戦略チーム TEL:025-246-0063 

市場開拓（食品産業・生活関連産業）に関するご相談 販売促進チーム  TEL:025-246-0044 

産学連携や共同研究に関するご相談 産学連携チーム  TEL:025-246-0068 

高度ＩＴ人材育成、ＩＴ経営支援に関するご相談 情報戦略チーム  TEL:025-246-0069 

企業再生支援に関するご相談 新潟県中小企業再生支援協議会  TEL:025-246-0096 

後継者不在などの事業承継に関するご相談 新潟県事業引継ぎ支援センター TEL:025-246-0080 

創業・起業、売上拡大、経営改善などに関するご相談 新潟県よろず支援拠点 TEL:025-246-0058 

企業の経営革新への転換に向けた新たな人材活用等のご相談 新潟県プロフェッショナル人材戦略拠点 TEL:025-246-0024 

モノづくり産業人材の育成に関するご相談 テクノプラザ  TEL:0258-46-9711 

新潟県の産業をもっと元気に！～           を活用してみませんか 

   【ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）について】 

 ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）は『新潟の産業を

もっと元気にする』ことを使命に、「むすぶ」「育てる」「創る」という機能

を発揮しながら、挑戦する県内中小企業を積極的に支援し、そして

成功に導く活動を行っています！ぜひご活用ください！ 

付加価値を高める創造的な企業活動や次代を見据えた成

長産業をサポートします！  

創業・新事業サポート事業 市場開拓をサポート 

〇資金面によるサポート  
創業や新技術・新商品開発などの新事業展開を各種助成金  

によりサポートします。  

〇インキュベーションオフィスの運営  
起業家等を支援するためのオフィス「創業準備オフィス」、  

「インキュベートセンターＮＡＲＩＣ」を運営しています。  

〇創業支援セミナー・講座の開催  
起業家の体験談が聴けるセミナーや事業計画を作成する講座を開催。 

創業時のお悩み解決をサポートします。  

〇知的資産経営を支援  
知的資産に関するセミナー・実践講座を開催し、  

「強み」の経営をバックアップします。  

〇産官学連携による研究開発を支援  
共同研究体制の構築や研究開発計画の策定、  

国委託事業等を活用した研究開発事業運営管理  

などを、公設試と連携しながらサポートします。  

〇商品開発サポート  
専門家やバイヤーからアドバイスを行い、売れる商品づくりを  

サポートします。  

〇商品評価支援  
デザインコンペの開催や消費者モニタリング調査 

を通じて ブラッシュアップを支援します。  

〇販路拡大をサポート  
商談会の開催、展示会への共同出展、  

見本市への出展経費の助成などにより         食の大商談会（池袋）         

販路拡大を支援します。                

〇海外展開を支援  
海外見本市でのＮＩＣＯブース運営、  

現地情報の収集やアテンドを目的とした  

海外ビジネスコーディネーターを設置、  

貿易実務を習得する講座を開催します。      にいがた新技術・新工法展示商談会 

産業人材の育成をサポート 

〇長岡モノづくりアカデミー  
モノづくり企業の“人づくり”をサポートし、企業の人的基盤の強化と人的

ネットワークの形成を促します。  

【開催コース】  

設計基礎コース／開発設計コース／  

３Ｄ－ＣＡＤ/ＣＡＥコース／設計実践コース  

〇高度ＩＴ人材育成研修  
レベル感を明らかにしながら高度なＩＴ開発       長岡モノづくりアカデミー  

設計技術を有するリーダークラスの人材育  

成を目指します。  

〇企業の広報力向上支援  
『よいモノをつくっているのに伝えベタ』という  

本県企業の課題に対応するため、広報に関  

する相談会やセミナーを開催します。               広報力パワーアップ実践講座 

専門家によるサポート 

〇ビジネスプランの評価・助言  
創業や経営革新に関する具体的な事業計画について、事業の独自性、

実現可能性、成長性などについて様々な専門的視点から評価を行い、

より実現性の高いビジネスプランに磨き上げるためのアドバイスを行いま

す。  

〇専門家派遣  
資金調達や経営基盤の改善、ISO認証取得、販路開拓、経営革新、人材

育成など中小企業者が抱える様々な経営課題の解決を図るため、ＮＩＣ

Ｏに登録された外部の専門家が継続的にアドバイスします。  

成長分野の産業創出をサポート 

〇健康ビジネスの振興  

〇新エネルギー産業への参入促進  

〇クラウド活用ビジネスの創出 
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５月の行事予定 

２㈫ 貯共事業運営委員会 新潟県商工会館 

９㈫ 県連理事会 新潟県商工会館 

１０㈬ 県青連通常総会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

１１㈭ 村松建設業協同組合総会 村松建設会館 

１５㈪ 

県女性連通常総会・主張発表大会 

（～１６㈫） 

村松建設業㈿組合員健康診断 

佐渡市ﾎﾃﾙ万長 

 

村松建設会館 

１６㈫ 村松建設業㈿組合員健康診断 村松建設会館 

１９㈮ 新津税務署管内青色申告会連合会役員会 新潟市秋葉区 

２３㈫ 第３９回通常総代会 村松商工会館 

２５㈭ よろず支援拠点個別経営相談会 村松商工会館 

２６㈮ 県連通常総会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

２９㈪ 工業部会正副部長会議 村松商工会館 

 小規模企業振興基本法が平成26年6月に施行され、

新潟県においても「新潟県小規模企業の振興に関する

基本条例」が同年12月に施行されました。 

 このことを受け、かねてより五泉市に対しても同条

例の制定について要望を行っていたところ、平成28年

度末（平成29年3月17日議会決定）に「五泉市中小企

業・小規模企業振興基本条例」として制定され、平成

29年4月1日から施行されることが決定しました。 

五泉市中小企業・小規模企業振興条例制定 
～平成２９年４月１日施行開始～ 

  

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入促進を行っています。 

 近年、不況や後継者難による廃業の増加が顕著となり、村松商工会の会員数も減少しています。 

 つきましては、皆様の周りで商工会に未加入の方や新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられまし

たら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。 

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等のご説明に伺います。 

 まずは商工会（TEL.0250-58-2201）までお知らせください。 

★商工会員募集へのご協力のお願い★ 

日本政策金融公庫（金融情報） 

  国民生活事業の貸付利率（平成29年4月12日現在） 

    ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

       運転資金：５年以内/1.16～2.35％ 

       設備資金：10年以内/1.16～2.35％ 

    ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

       運転資金：７年以内/1.11％ 

       設備資金：10年以内/1.11％ 

城下町村松の歴史を探訪・村松お城の会主催 

村松歴史講座と城下町むらまつ街めぐり 

 村松お城の会により２つのイベ

ントが5月に開催されます。 

 「村松歴史講座」では幕府の要

職にも就いた歴代藩主の人となり

や歴史的背景、村松の城下町が築

かれた由来など、村松の歴史と風

土を初歩から学べます。 

 さらに、毎回好評の街歩きイベント「城下町むらま

つ街めぐり～村松藩の面影を尋ねて～」では、村松城

丸の内と西丁を今回探索します。知られざる村松城の

秘密について思わぬ発見があるかも!?  

【村松歴史講座】第20回『村松藩主の歴史２』 

●日時：５月２３日(火) 19:00～ 

●会場：さくらんど会館 

●参加費：1回 500円（資料・飲物代） 

【城下町むらまつ街めぐり】 

●日時：５月１４日(日) 13:30～16:00 

●集合出発：さくらんど会館 

●参加費：500円（資料・飲物付き） 

【お申込先】村松お城の会 佐藤住建：0250-58-6513 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 18㈭ 10:00～15:00 

５月の年金相談のご案内 

平成２９年度（平成２９年４月１日～）から 

雇用保険料率が引き下がりました 

改 正 後 

事業の区分 ①被保険者 

負担分 

 ②事業主 

  負担分 

①+② 

保険料率 

一般の事業 3/1,000 6/1,000 9/1,000 

農林水産・清酒製造

の事業 4/1,000 7/1,000 11/1,000 

建設の事業 4/1,000 8/1,000 12/1,000 

 平成29年4月1日以降の失業等給付の雇用保険料率

を1/1,000ずつ引き下げるための法律案が平成29年3

月31日に国会で成立しました。平成29年4月度の雇用

保険料率は下表のとおりとなります。 


